
船舶事故調査報告書 

令和４年４月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１０月３日 １１時００分ごろ 

発生場所 香川県小豆島町小豆島ふるさと村桟橋付近 

 池田港西防波堤灯台から真方位１４０°１,２３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２８.２′ 東経１３４°１４.１′） 

事故の概要  プレジャーボートリリィーは、接舷操船中、また、プレジャーボー

トRe
リ

-life
ラ イ フ

は、着桟中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１０月１８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート リリィー、２.６トン 

   ２７１－３９９７０岡山、ナカハラ・インコム株式会社 

Ｂ プレジャーボート Re-life、１.９トン 

   ２７１－４０１４９岡山、三井住友ファイナンス＆リース株式

会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部付近に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人４人を乗せ、昼食の目的

で、小豆島ふるさと村の東西に延びる桟橋（以下「本件桟橋」とい

う。）に向かった。 

Ａ船は、本件桟橋にＢ船及び他船が着桟していたので、船長Ａが本

件桟橋の南側に船首を西方に向けて入船状態で右舷着けしていたＢ船

の左舷側に、Ａ船も同じく入船状態で右舷横着けすることとし、船長

Ｂに了解を取り、一端後進でＢ船から離れた。 

Ａ船は、船長Ａがスロットル兼クラッチレバーを前後進しながら約

１～２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、Ｂ船に対し

て約５°の進入角度で接近し、Ｂ船から約２～３ｍ付近で後進半速と

したが速力が落ちず、後進一杯としたものの左舷船首部がＢ船の右舷

船尾部付近に衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船に接舷した後、上陸していた船長Ｂに衝突した旨を

伝え、船長Ｂが海上保安庁に通報した。 

Ａ船及びＢ船は、海上保安庁の調査を受けた後、自力で帰港し、Ｂ



船は、その後修理された。 

船長Ａは、いつもと同じような速力でＢ船に接近したが、後進に入

れるタイミングが遅かったのでＢ船に衝突したと、本事故後に思っ

た。 

分析  Ａ船は、着桟中のＢ船への接舷操船中、船長Ａがふだんどおり約 

１～２knの速力で接近し、Ｂ船から約２～３ｍに接近し過ぎたところ

で、後進半速としたことから、速力が落ちず、後進一杯としたもの

の、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、着桟中のＢ船への接舷操船中、船長Ａがふだん

どおり約１～２knの速力で接近し、Ｂ船から約２～３ｍに接近し過ぎ

たところで、後進半速としたため、速力が落ちず、後進一杯としたも

のの、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・船長は、他船へ接舷する際には、接舷時に停止状態にできるよう

に、早めに減速して接近すること。 

 


